
承

久

の
乱

と
甲

斐

源

氏

―
有
雅
卿
の
墳
墓
の
地
を
尋
ね
て
―

一
三
二
一
（承
久
三
）
年
二
月
十
五
日
、
後
鳥
羽
上
皇
が
鎌
倉
幕
府
追
討
の

兵
を
あ
げ
て
敗
れ
た
事
件
を
承
久
の
乱
と
い
う
。
戦
い
利
あ
ら
ず
京
に
逃
げ
帰

っ

た
官
軍
を
追

っ
て
、
幕
府
側
は
厳
し
い
態
度
で
戦
後
処
理
に
あ
た
っ
て
い
る
。

ま
ず
仲
恭
天
皇
を
廃
し
、
後
鳥
羽
上
皇
を
隠
岐
に
、
順
徳
上
皇
を
佐
渡
に
、

土
御
門
上
皇
を
土
佐
に
配
流
、
雅
成
親
王
を
但
馬
に
、
頼
仁
親
王
を
備
前
に
流

し
た
う
え
、
有
雅
等
上
皇
方
の
公
痢
五
人
を
斬

っ
た
の
で
あ
る
。
上
皇
方
の
公

卿
五
人
と
は
、
光
親

・
宗
行

・
範
茂

・
有
雅

・
信
能
の
こ
と
で
あ
り
、
承
久
の

乱
の
首
謀
者
と
さ
れ
、

『
東
鑑
』
に
よ
れ
ば
、

『
張
本
の
公
卿
』
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
五
人
の
う
ち
、
藤
原
光
親
と
源
有

雅
と
は
甲
斐
源
氏
の
武
田
五
郎
信
光
、
小
笠
原
次
郎
長
清
と
に
よ
っ
て
甲
斐
に

押
送
、
信
光
は
京
都
よ
り
甲
斐
の
領
国
石
和
に
帰
館
の
途
路
、
駿
河
の
加
古
坂

（静
岡
県
籠
坂
）
で
藤
原
光
親
を
斬

っ
て
い
る
。

と
き
に
一
三
二
一
（承
久
三
）
年
七
月

一
二
日
、
光
親
四
六
歳
で
あ
っ
た
。

い
ま
こ
の
地
を
通
る
と
、
眼
下
に
御
殿
場
の
街
並
が
望
見
さ
れ
、
青
々
と
し
た

高
原
ゴ
ル
フ
場
が
広
が

っ
て
い
る
。
光
親
の
碑
は
坂
の
中
腹
に
建
ち
、
年
経
た

黒
松
の
補
に
風
が
流
れ
、
哀
し
い
ま
で
に
敗
者
の
痛
ま
し
さ
を
伝
え
て
い
る
。

渡

辺

政

之

助

源
有
雅
は
小
笠
原
長
清
が
預
か
っ
て
、
信
光
と
同
じ
よ
う
な
経
路
を
経
て
領

国
甲
斐
稲
積
荘
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
往
時
は
鎌
倉
海
道
を
通
行
し
た
も

の
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
の
う
え
で
、
有
雅
を

護
送
し
た
長
清
の
一
行
は
籠
坂
か
ら
富
士
吉
田
市

へ
、
そ
し
て
河
口
湖
畔
を
経

て
稲
積
荘

へ
帰
館
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
え
る
。
こ
の
辺
り
が
父
遠
光
の
本

貫
の
地
で
あ
り
、
現
在
の
若
車
町
加
々
美
の
法
善
寺

（加
賀
美
山
法
善
寺
）
が

そ
の
館
跡
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

甲
斐
国
稲
積
庄
、
現
在
の
甲
府
市
伊
勢

・
住
吉

。
国
母

。
大
里

・
山
城

・
玉

穂

・
昭
和
町
に
広
が
る

一
帯
で
あ
る
。

『
甲
斐
国
志
』
巨
摩
郡
中
郡
筋
と
し
て

「
当
筋
ノ
上
条

・
中
条

・
下
条

。
西
条

・
北
山
筋
ノ
石
田
・
篠
原

二
係
ツ
、
山

梨
郡
ノ
小
瀬

・
小
曲
ノ
辺
リ
ニ
及
ブ
」
と
あ
る
。

さ
て
承
久
の
乱
と
甲
斐
源
氏
の
動
き
に
つ
い
て
は
後
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
後
鳥

羽
上
皇
が
討
幕
の
院
宣
を
下
し
た
の
は
東
国
武
土
団
の
中
で
は
千
葉

。
小
山

・

宇
都
宮

・
三
浦

・
葛
西
の
各
氏
と
並
ん
で
甲
斐
の
武
田
信
光

・
小
笠
原
長
清
等

で
あ
っ
た
。

武
田
五
郎
信
光
、
大
系
図
に
信
義
の
五
男
伊
沢
五
郎
と
称
す
と
あ
り
、
尊
卑



分
脈
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

信
光
は
あ
と
で
武
田
の
惣
領
職
を
相
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
平
治
物
語

の
文
中
の
記
述
や
、
そ
の
後
の
信
光
の
言
動
か
ら
推
測
す
る
と
有
義
等
と
兄
弟

だ

っ
た
と
す
る
説
に
も
大
き
な
疑
間
が
も
た
れ
る
。

一
一
八
〇

（治
承
四
）
年
駿
州
に
赴
く
条
に
信
義

・
忠
頼

・
兼
信

・
有
義
の

次
に
当
然
あ
る
べ
き
信
光
の
名
は
見
え
ず
、
安
田
三
郎

・
逸
見
光
長

・
河
内
五

郎

・
伊
沢
五
郎
信
光
と
あ
る
の
を
指
摘
し
て
、
信
義
の
子
と
は
考
え
ず
、
伊
沢

四
郎
信
景
の
男
で
は
な
い
か
と
疑

っ
て
い
る
文
書
が
あ
る
。

『
甲
斐
国
志
』
に

よ
れ
ば
、

「
信
景

ハ
刑
部
三
郎
義
清
子
弟
ノ
類

ニ
テ
信
光

ハ
ソ
ノ
男
ナ
ラ
ン
事

フ
疑

ヘ
ド
モ
今
所

レ
採

”
決

フ
ナ
シ
」
と
も
あ
る
。
父
と
さ
れ
て
い
る
武
田

信
義
の
自
刃
、
当
然
武
田
家
を
継
ぐ
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
長
兄

一
条
忠
頼
の
誅
、

次
兄
板
垣
兼
信
の
流
、
有
義
の
誅
と
信
光
の
身
近
に
は
誠
に
慌
し
く
悲
惨
事
が

続
く
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
ど
れ
に
も
大
な
り
小
な
り
信
光
が
関
与
し
て
い
た
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
。
梶
原
景
時
の
謀
反
事
件
に
関
連
し
た
逸
見
有
義
の
失
踪
事

件
な
ど
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
う
し
た
渦
中
に
あ
り
な
が
ら
、
信
光
は
武
田

一
門
の
長
と
し
て
栄

達
の
道
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

一
方
小
笠
原
長
清
は
加
賀
美
遠
光
の
次
男
と
し
て
一
一
六
二

（応
保
二
）
年

三
月
五
日
に
出
生
、
初
め
長
兄
秋
山
光
朝
と
と
も
に
京
都
に
あ
っ
て
平
家
に
仕

え
て
い
た
。　
一
一
八
〇

（治
承
四
）
年
源
頼
朝
の
挙
兵
の
と
き
に
は
長
清

一
九

歳
か
。
高
倉
宮
以
仁
王
の
発
し
た
平
氏
追
討
の
令
旨
が
東
海

。
東
山

・
北
陸
三
道
諸

国
の
源
氏
に
発
せ
ら
れ
た
の
が
同
年
四
月
九
日
、
伊
豆
の
北
条
館
に
あ

っ
て
頼

朝
が
こ
れ
を
拝
受
し
た
の
が
四
月
二
七
日
、
甲
斐
源
氏
の
も
と
に
も
そ
れ
と
相

前
後
し
て
令
旨
が
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
挙
兵
は
同
年
九
月
二
四

日
、
石
和
御
厨
に
お
い
て
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
甲
斐
源
氏
の
動
き
は
こ
れ
よ
り
早
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
頼

朝
が
伊
豆
国
目
代
山
木
兼
隆
の
館
を
襲

っ
て
こ
れ
を
討

っ
て
挙
兵
し
た
の
が
八

月

一
七
日
、
八
月
二
四
日
、
石
橋
山
で
の
合
戦
、
こ
れ
と
前
後
し
て

『
東
鑑
』

に
入
月
二
五
日
、
甲
斐
源
氏
は
甲
州
を
出
兵
、
波
志
太
山
で
俣
野
景
久
、
駿
河

国
目
代
橘
遠
茂
ら
を
撃
破
し
て
い
る
の
が
見
え
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
頼
朝
の

出
兵
要
請
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
甲
斐
源
氏
は
独
自
の
判
断
に
よ
り
、
頼
朝
と

も
対
等
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
の
行
動
で
あ

っ
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
次
郎
長
清
は
京
に
あ

っ
て
平
知
盛
に
重
用
さ
れ
て
い
た
が
、
時
代
の
変

わ
り
ゆ
く
の
を
い
ち
早
く
察
知
し
、
兄
太
郎
光
朝
に
先
立

っ
て
帰
国
、
同
年

一

〇
月

一
九
日
に
は
頼
朝
の
も
と
に
参
着
し
て
い
る
。
こ
れ
が
そ
の
後
に
お
け
る

長
清
の
運
命
を
大
き
く
変
え
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
頼
朝
に
重
用
さ
れ
、
飛
躍

・

隆
盛
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
一
八
五

（元
暦
二
）
年
正
月
六
日
、
頼
朝
の
文
書
の
中
に

「
甲
斐
の
殿
原

の
中
に
は
い
さ
わ
殿
、
か
ヽ
み
殿
こ
と
に
い
と
を
し
く
申
さ
せ
給
べ
く
候
、
か
ヽ

み
太
郎
殿
は
二
郎
殿
の
兄
に
て
御
座
候
へ
と
も
平
家
に
付
又
木
曽
に
付
て
心
摩

ぜ
ん
に
つ
か
ひ
た
り
し
人
に
て
候

へ
ば
所
知
な
と
奉

へ
き
に
は
な
は
ぬ
人
に
て

候
な
り
…
…
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
か
ヽ
み
殿
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
長
清

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
小
笠
原
を
名
乗

っ
て
は
い
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
前
後
に
小
笠
原
と
い
い
加
賀
美
と
も
記
し
て
い
る

一-83-―



も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
項
で
は
長
清
に
つ
い
て
詳
細
を
述

べ
る
の
が
目
的
で
は
な
い
の
で
省
く
。

さ
て
や
や
筆
が
横
道
に
逸
れ
た
が

一
三
二
一
（承
久
三
）
年
五
月

一
五
日
、

長
清
は
五
郎
信
光
等
と
と
も
に
東
山
道
軍
の
大
将
と
し
て
兵
五
万
余
騎
を
引
具

し
て
出
兵
し
た
。
こ
の
戦
い
は
世
上
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
鳥
羽

上
皇
を
中
心
と
し
た
公
家
勢
力
が
、
政
権
回
復
の
機
会
を
狙
っ
て
鎌
倉
幕
府
追

討
の
兵
を
あ
げ
て
敗
れ
た
事
件
で
あ
る
。
と
き
に
三
代
将
軍
源
実
朝
の
横
死
、

幕
府
内
紛
に
乗
じ
て
の
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
幕
府
側
は
頼
朝
未
亡
人
政
子
、
執
権
義
時
を
中
心
に
し
て
団

結
、
大
軍
を
率
い
て
上
洛
し
、
公
家
勢
力
の
打
倒
破
壊
を
な
し
遂
げ
る
の
で
あ

る
。
京
都
に
逃
げ
帰

っ
た
官
軍
を
追

っ
て
幕
府
軍
は
厳
し
い
態
度
で
戦
後
の
処

理
に
あ
た
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
長
清
等
の
進
路
を
追

っ
て
み
る
と
、
鎌
倉
を
発
し
て
市
原

。
大
炊
の

渡
し
へ
六
月
六
日
到
着
、
垂
井
を
経
て
供
御
瀬
に
向

っ
て
い
る
。
戦
い
が
官
軍

敗
北
に
終
わ
り
、
源
有
雅
が
囚
わ
れ
た
の
が
承
久
三
年
六
月
二
四
日
で
あ
る
。

こ
う
し
て
長
清
は
有
雅
を
預
り
、
こ
れ
を
押
送
し
て
甲
斐
国

へ
向

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
帰
路
、
信
光

・
長
清
等
は
鎌
倉
に
は
立
ち
寄
ら
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
少
く
と
も
尼
将
軍
政
子
に
は
会
見
し
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
思
う
。
後
述
す
る
が
有
雅
が
自
ら
の
助
命
嘆
願
の
使
者
を
鎌
倉
の
政
子

の
も
と
に
送

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
し
て
、
鎌
倉
に
は
立
ち
寄
ら
ず
加
古

坂
に
向
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
不
幸
に
し
て
こ
の
使
者
は
政

子
か
ら
の
助
命
を
許
す
書
状
を
携
え
て
帰
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
有
雅
処
刑
後

で
あ
っ
た
た
め
に
間
に
合
わ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。
思
う
に
長
清
は
有
雅
を
伴

な
っ
て
領
国
の
稲
積
庄
に
帰
り
、
別
邸
に
近
い
巨
勢
村
浄
福
寺
に
有
雅
を
幽
閉

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
甲
斐
国
志
』
に

「
許
勢

掛
瀬
　
又
巨
勢

・
巨
瀬

・

古
瀬

ニ
モ
作
ル
…
…
…
小
瀬

ハ
当
筋

ノ
一
都
会
古
時
県
官

ノ
治
所
ナ
リ
シ
ヤ
ラ

ン
後

二
小
笠
原
長
清

ノ
条
邑
ナ
リ
…
…
」

『
東
鑑
』
に

「
稲
積
庄
巨
勢
村
ト
ア

ル
ハ
此
所
ナ
リ
…
…
」
と
も
。

浄
福
寺
跡
と
思
え
る
所
は
今
そ
の
面
影
を
残
し
て
い
な
い
。
僅
か
に
竹
林
と

二
・
三
基
の
古
墓
が
そ
の
名
を
止
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

「
九
品
山
浄
福
寺

浄
土
宗
府
中
浄
興
寺
ノ
未
除
地
四
畝
十
二
歩
」
と
あ
る
の
が
そ
の
跡
で
あ
る
。

浄
福
寺
跡
と
思
え
る
所
よ
り
東
北
方
に
歩
い
て
百
数
十
歩
の
辺
り
に
玉
田
寺

跡
と
呼
ば
れ
る
所
が
あ
る
。

「
如
金
山
玉
伝
寺

椰
頑
　
時
宗
府
中

一
蓮
寺

ノ

末
御
朱
印
四
十

一
石
四
斗
余
、
本
山
ノ
小
庫
裡
ト
テ
自

刀
古

へ
兼
帯
所
ナ
リ

…
…
」
と
、
ま
た

「
小
瀬
宮
内
大
輔
宅
跡

桐
　
玉
田
寺

ノ
境
内
是

レ
ナ
リ
ト

云
フ
違
塁
ノ
址
存
セ
ツ
或

ハ
右
馬
助
信
長
居

ゅ
之

二
又
石
和
五
郎
信
光
居

レ

リ
本

ト

ハ
諏
訪
明
神

ノ
社
地
ナ
リ
シ
フ
信
光
之
ヲ
下
鍛
冶
屋

ノ
産
神
鈴
官

ノ

社
地

二
遷
シ
合
祀
シ
テ
其

ノ
地
フ
居
館
卜
成
ス
ト
云

フ
按

ル

ニ
石
和
信
光

ニ

ハ
有
ル
ペ
カ
ラ
ズ
前

二
記
ス
小
笠
原
長
清
此

ノ
処

ニ
テ
有
雅
ヲ
誅

セ
シ
事

ア

レ
バ
長
清
ノ
別
荘
ナ
ド
ア
リ
後

二
右
馬
助
信
長
又
居

ル
之

ニ
カ
…
…
…
」
と

見
え
る
。

さ
て
承
久
の
乱
の
首
謀
者
の
一
人
と
見
な
さ
れ
る
源
有
雅
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
父
は
参
議
雅
賢
で
あ
る
。
宮
中
に
お
い
て
有
雅
は
次
第
に
重
用
さ
れ
、
乱

当
時
は
正
三
位
参
議
右
近
衛
督
検
非
違
使
別
当
で
あ

っ
た
。

「参
議
と
は
宰
相
、

公
卿
の
一
員
と
し
て
国
政
の
大
事
を
議
し
、
大
臣

・
納
言
に
次
ぐ
重
職
、
右
近

衛
督
兵
衛

・
官
名

・
兵
衛
府
に
勤
務
す
る
役
人

・
令
制
で
は
左
右
両
府
に
各
四

百
人
を
常
置

・
宿
衛
官
門
の
守
護
、
夜
中
巡
検

・
大
儀
の
儀
杖
、
行
啓
の
供
奉

等
を
行
う
。
検
非
違
使
、
京
都
の
警
察
裁
判
機
関
…
…
」

（
グ
ラ
ン
ド
百
科
）
。

要
す
る
に
当
時
有
雅
は
宮
中
に
あ

っ
て
現
在
の
防
衛
庁
長
官
、
最
高
裁
長
官
、

警
察
庁
長
官
の
重
職
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
乱
起
こ
る
や
幕
府
側
と
し
て
は
、
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当
然
彼
有
雅
を
重
要
な
首
謀
者
と
み
な
し
た
の
は
道
理
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
小
瀬
村

（甲
府
市
小
瀬
町
）
に
押
送
さ
れ
て
き
た
有
雅
は
、
ど
れ

ほ
ど
の
間
こ
の
地
に
生
存
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
武
田
信
光

が
光
親
を
斬

っ
た
の
が
七
月

一
二
日
で
あ
る
か
ら
、
長
清
も
信
光
と
と
も
に
甲

斐

へ
の
帰
省
を
急
い
だ
と
す
れ
ば
、
遅
く
と
も

一
五
日
頃
に
は
稲
積
庄
小
瀬
村

の
別
邸
に
着
い
た
筈
で
あ
る
。
有
雅
の
刑
が
行
わ
れ
た
の
が
七
月
二
九
日
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
地
に
生
存
し
て
い
た
期
間
は
、
僅
か
に
二
週
間
程
度
と
思
え
る
。

『
東
鑑
』
七
月
九
日
の
条
に

「
二
十
九
日
、
壬
子
、
入
道
二
位
ノ
兵
衛
ノ
督

（有
雅
卿
去
月
出
家
年
四

十
六
）
為
二
小
笠
原
次
郎
長
清
之
預

「

下

三十
着
甲
斐
国

「
而
依
レ
有

二
柳
因
縁

「

可
レ
被
レ
救
二
露
命

・
之
由
。
申
二
二
品
禅
尼
・
間
。
暫

抑
二
死
罪

「

可
レ
相

ヨ

待
彼
左
右
一
之
由
。
雖
レ
令
二
懇
望

一
長
清

不
レ
及
二
許
容

一
於
二
当
国
稲
積
庄
小
瀬
村
一
令
レ
誅
畢
。
須
隻
可
レ

宥
こ
刑
罪
・
之
旨
。
二
品
書
状
到
来
云

々
。
楚
忽
之
為
レ
体
。
定
有
二

亡
魂
之
恨

・
者
飲
。
」

承
久
軍
物
語
に
は

「
さ
さ
き
の
前
中
納
言
は
、
を
が
さ
原
の
次
郎
ぐ
し
奉
り
て
、
か
ひ
の
く

に
板
垣
の
庄
の
内

・
古
瀬
村
と
い
か
所
に
て
、
す
で
に
誅
し
奉
ら
ん
と
す
。

中
納
言
の
た
ま
ひ
け
る
は
、
吾
二
位
殿

へ
申
す
む
ね
あ
り
、
そ
の
つ
か
ひ

今
日
か
へ
る
べ
し
。
そ
れ
ま
で
ま
た
る
べ
う
も
や
候
ら
ん
と
い
は
れ
け
れ

ど
も
、
た
だ
き
れ
と
て
き
り
奉
る
。
そ
の
の
ち
、
は
ん
じ
ば
か
り
あ
り
て
、

二
位
ど
の
よ
り
御
使
た
す
け
奉
れ
と
の
左
右
あ
り
け
れ
ど
も
、
力
を
よ
ば

ず
、
ぢ
ゃ
う
ご
う
と
い
ひ
な
が
ら
な
さ
け
な
く
ぞ
お
ば
え
し
」

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
有
雅
は
小
瀬
村
の
浄
福
寺
に
幽
開
さ
れ
て
い
る
と

き
、
使
者
を
も

っ
て
鎌
倉
二
位
の
尼
政
子
の
許
に
自
ら
の
助
命
嘆
願
を
し
て
い

る
。
当
時
鎌
倉

・
甲
斐
を
往
復
す
る
と
、
急
い
で
も

一
週
間
は
要
し
た
で
あ
ろ

う
か
ら
、
こ
こ
に
見
る
よ
う
に
政
子
の
赦
免
状
を
携
え
た
使
者
が
帰
省
し
た
と

き
に
は
、
す
で
に
処
刑
が
行
わ
れ
た
後
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
訳
で
あ
る
。

一
刻
は
約
二
時
間
で
あ
る
か
ら

「
は
ん
じ
」
は

一
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
こ
と
に
悔
恨
の
極
み
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
し
、
こ
れ
が
事
実
を
伝
え
て
い
る
と

す
れ
ば
、
有
雅
の
処
刑
は
ま
こ
と
に
劇
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
他
に
な
い
。

あ
と

一
時
間
、
否
も
の
の
三
十
分
も
処
刑
が
遅
れ
れ
ば
助
か

っ
た
命
で
あ

っ
た

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
間
の
流
れ
は
有
雅
に
と

っ
て
哀
れ
と
し
か

い
え
な
い
。
今
こ
こ
に
五
卿
の
命
日
を
記
し
て
み
る
と
、

光
親
卿

（
四
六
歳
）
駿
河
加
古
坂
　
七
月

一
二
日

宗
行
卿

（
四
七
歳
）
駿
河
藍
沢
　
　
七
月

一
四
日

範
茂
卿

（
二
七
歳
）
相
模
関
本
　
　
七
月

一
八
日

有
雅
卿

（
四
六
歳
）
甲
斐
小
瀬
　
　
七
月
二
九
日

信
能
卿

（
三
二
歳
）
美
濃
遠
山
　
　
八
月

一
四
日

久
し
い
間
有
雅
の
墓
は
人
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
浄
福
寺
境
内
に
ひ
っ
そ

り
と
土
鰻
頭
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

一
七
五
二

（宝
暦
二
壬
申
）

年
十

一
月
甲
府
動
番
士
野
田
成
方
等
の
手
に
よ

っ
て
有
雅
の
墳
墓
と
し
て
世
に

出
る
こ
と
に
な
る
。
往
時
の
こ
と
を

「
里
人
の
伝

へ
に
佐
々
木
中
納
言
有
雅
の

霊
を
富
士
浅
間
に
祀
と
云
り
。
按
に
東
鑑
に
承
久
三
年
七
月
二
十
九
日
入
道
二

位
兵
衛
督

（有
雅
去
月
出
家
年
四
十
六
）
為
〓
小
笠
原
次
郎
長
清
之
預

一

下

二十
着
甲
斐
国

「
而
依
レ
有
二
醐
因
縁

「

可
レ
被
レ
救
二
露
命
一
之
由
。
申

三
二
品
禅
尼
一
間
。
暫
抑
二
死
罪

「

可
レ
相

二十

待
彼
左
右
・
之
由
。
雖
レ

令
二
懇
望

一
長
清
不
レ
及
三
許
容

「

於
当
二
国
稲
積
庄
小
瀬
村
一
令
誅
畢
。

須
隻
可
レ
宥
二
刑
罰
一
之
旨
。
二
品
書
状
到
来
云
々
。
楚
忽
之
為
レ
体
。
定
有

二
亡
魂
之
恨
一
者
歎
。
と
見
え
た
り
。
按
に
此
地
其
頃
は
長
清
の
食
邑
な
る
べ
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し
。
長
清
の
庶
子
に
小
曲
五
郎
長
家
あ
り
、
小
曲
は
小
瀬
の
南
に
按
き
た
る
村

に
て
、
長
家
を
居
住
せ
し
め
し
処
と
い
へ
り
。
然
と
富
士
塚
は
本
州
所
在
に
在

り
。
古
記
に
建
久
年
中
右
大
将
頼
朝
卿
富
士
野
に
狩
せ
し
時
国
内
に
一
年
の
租

税
を
免
さ
れ
し
故
、
州
人
悦
て
往
々
に
塚
を
築
て
祭
を
な
し
仁
恩
に
報
と
云
う
。

本
村
に
頼
朝
地
蔵
と
い
う
石
仏
あ
り
、
銘
に
古
瀬
の
二
字
わ
ず
か
に
存
れ
り
。

略
、
此
塚
、
原
来
は
有
雅
を
葬
し
処
な
る
べ
け
れ
ど
富
士
塚
と
云
う
も
の
多
け

れ
ば
其
を
混
治
て
斯
る
妄
説
を
伝
し
な
る
ら
ん
。
其
は
有
雅
の
霊
を
富
士
浅
間

に
祀
る
べ
き
縁
由
な
け
れ
ば
な
り
。
」
と
、
ま
た

「
当
寺
の
所
有
の
畑
中
に
小

高
き
処
あ
り
て
富
士
権
現
と
祀
し
て
置
く
。
里
人
は
平
家
の
大
将
の
古
墳
也
と

云
ふ
。
先
住
の
頃
、
村
の
者
此
社
地
の
木
を
伐
り
て
薪
に
売
れ
ば
、
寺
の
為
に

も
成
る
べ
き
と
い
ふ
に
、
住
僧
も
諾
す
。
即
是
を
伐
る
。
其
夜
束
帯
せ
る
人
、

住
僧
の
夢
に
、
社
地
の
老
樹
を
伐
り
し
を
怒
る
。
樵
夫
も
同
夜
同
夢
を
見
る
。

村
人
其
霊
威
に
恐
る
。
当
住
暁
的
和
尚
其
神
霊
を
崇
敬
し
て
其
主
の
姓
氏
を
正

さ
ん
と
す
れ
ば
、
古
来
の
事
実
を
知
れ
難
し
。
甲
陽
勤
士
の
内
に
、
飢
龍
子
と

い
ふ
人
諸
史
を
考
訂
し
て
見
る
に
、
承
久
三
年
六
月
佐
々
木
中
納
言
有
平
甲
斐

の
国
古
瀬
河
原
に
於
い
て
誅
せ
ら
る
る
事
あ
り

（有
平
は
写
誤
り
）
飢
龍
子
此

出
処
に
拠
て
一
村
の
古
老
に
問
ひ
、
所
伝
の
覚
書
な
ど
考
る
に
彼
卿
の
古
墳
な

る
事
紛
れ
な
し
。
依
て
縁
起
を
作
る
を
見
る
に
、
佐
々
木
黄
閣
有
雅
卿
は
承
久

の
逆
乱
に
都
方
の
大
将
な
り
。
宇
治
川
の
合
戦
に
敗
れ
て
檎
に
せ
ら
る
。
小
笠

原
信
侯
守
長
清
預
り
て
当
国
に
来
り
、
既
に
坂
垣
の
庄
古
瀬
の
河
原
に
於
い
て

誅
せ
ん
と
す
。
有
雅
卿
の
言
、
二
位
殿
へ
申
旨
あ
り
、
使
の
者
押
付
帰
る
べ
し
、

其
経
暫
く
待
玉
へ
と
、
長
清
聞
ず
し
て
誅
す
。
其
跡

へ
有
雅
の
家
士
二
位
殿
よ

り
、
赦
免
の
状
持
来
る
。
宿
業
の
拙
き
縁
哀
也
云
た
。
」

現
在
の
小
祠
が
建
て
ら
れ
た
の
は
そ
れ
よ
り
三
年
後
の
一
七
五
五

（宝
暦
五

乙
亥
）
年
で
あ
り
、
甲
府
勤
番
士
三
一
名
の
手
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

小
祠
に
は
正
面
に
、
富
士
塚
大
権
現
と
六
字
を
三
行
に
刻
し
て
、
そ
の
右
に
宝

暦
五
乙
亥
歳
五
月
吉
日
、
中
興
誓
誉
代
と
あ
り
、
裏
面
に
甲
陽
御
勤
士
三
十

一

人
、
小
祠
鳥
居
御
寄
進
、
発
起
野
田
氏
成
方
と
更
に
左
に
山
梨
郡
小
瀬
村
鎮
守
、

九
品
山
浄
福
寺
と
あ
る
。

『
甲
斐
国
志
』
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

「富
士
塚
細
　
里
人

ハ
有
雅
ノ
霊
ヲ
富
士
浅
間

二
祀

ル
ト
云
ヒ
伝
フ
。

宝
暦
五
乙
亥
五
月
浄
福
寺
ノ
僧
暁
的
其
ノ
嫁
下

二
石
祠
フ
立

テ
テ
祭

”

之

フ
。
府

ノ
番
士
野
田
鶴
鼠
子
肺
遊
加
同
番
ノ
土
三
十

一
人
卜
倶

二
其

ノ
費
フ
助
ケ
テ
縁
起
フ
作
ル
ト
ナ
リ
」

小
瀬
の
河
原
に
お
い
て
…
…
等
と
記
さ
れ
た
こ
の
辺
り
も
日
々
に
変
遷
、
近

く
に
は
甲
府
商
業
高
校

。
県
立
南
高
校

・
山
城
小
学
校
の
校
舎
が
軒
を
並
べ
る

か
の
よ
う
に
答
え
る
県
営
小
瀬
団
地
の
一
画
に
移
さ
れ
、
僅
か
に
昔
日
の
面
影

を
と
ど
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
葦
や
亡
の
背
波
の
中
を
獣
道
の
よ
う
な
か
ば

そ
い
野
面
道
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
往
古
の
姿
を
今
や
し
の
が

縁
も
な
い
。

（石
和
町
誌
編
纂
室
　
石
和
町
）


